
プログラム１

熊本県健康福祉部健康局医療政策課

主幹 朝永 剛史

医師の働き方改革に向けた取組み等について



厚労省作成資料（一部改編）

※本県では、R5.8月末時点で3つの医療機関が特例水準の指定を検討しており、評価センターの評価受審を実施
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本県における宿日直許可の取得状況
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○ R5.8月末時点で、県内全200病院のうち半数以上の113病院が既に宿日直許可※を取得している。
また、65病院が取得に向けて、「申請中または申請準備中」であり、「取得済」と合わせると178病
院（全体の89％）となっている。

○ 有床診療所においても、R4年度以降、県内7診療所が宿日直許可※を取得している。

※ 医療機関のうち一部の診療科のみ取得したもの等を含む。（勤改センター調べ）
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宿日直許可の取得状況（病院）

取得済 申請（準備）中 未着手 その他

取得済み＋申請（準備）中

⇒178病院（89％）
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～R6.4月の医師の働き方改革施行に向けて～
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＜A水準を予定されている医療機関の皆さまへ＞

医師の働き方改革施行開始まで残り約半年です。以下の項目について、再確認をお願いします！

① 自院内での医師の労働時間を客観的な方法で把握できている。

② 自院で勤務する医師の、兼業・副業先における労働時間を当該医師からの自己申告等で把握している。

③ 宿日直業務について、労基署から宿日直許可を取得している。

④ Ｒ６年度以降の医師派遣の受入条件について、派遣元の医療機関と協議済である。

⑤ 副業・兼業先での労働時間を含め、時間外・休日労働が年960時間超の医師がいない。

⑥ 新たな様式による３６協定の締結と労基署への届出について、制度を理解している。

⑦ 追加的健康確保措置（面接指導・休息時間の確保）の実施について、準備済である。
 ※A水準の医師の場合、休息時間の確保は努力義務ですが、面接指導は義務になります。



熊本県医療勤務環境改善支援センターについて

医師の働き方改革に関連するお困りごと等があれば、お気軽に熊本県医療勤務環境改善支援センターを
ご利用ください！！
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